
○貸借対照表（Ｂ／Ｓ） ○行政コスト計算書（Ｐ／Ｌ）
会計年度末における、財政状態（資産保有状況と財源調達状況）を表す財務書類です。 一会計間における、資産形成を伴わない経常的な行政活動に伴う純経常費用（純経常行政コスト）を表す財務書類です。

　１．経常費用（総行政コスト）

　１．金融資産 　１．流動負債 ①人件費 職員給、議員報酬、賞与引当金繰入等

現金や基金等現金化すること ①公債（短期） ②物件費 消耗品費、維持補修費、減価償却費等

が可能な資産 翌年度の町債返済予定額 ③経費 委託費、業務費、貸倒引当金繰入等

①資金 ②その他（未払金等） ④業務関連費用 公債費（利払分）等

②金融資産（資金以外） ⑤移転支出 補助金、社会保障関係費、繰出金等

　２．非流動負債

　２．非金融（公共）資産 　 ①公債 　２．経常収益

道路、河川、学校、庁舎等 ②その他（借入金、引当金等） ①業務収益 使用料、手数料等

①事業用資産 ②業務関連収益 利子収入等

②インフラ資産 負債合計

③繰延資産 純経常費用（純行政コスト） （経常収益－経常費用）

純資産合計

支払済の正味資産

資産合計 負債・純資産合計

※平成26年3月31日現在での

　住民基本台帳人口30,939人

　から算出しています。

※平成26年3月31日現在での

　住民基本台帳人口30,939人

　から算出しています。

○純資産変動計算書（ＮＷＭ）
一会計間において、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目がどのように変動したかを表す財務書類です。

前期末残高

○資金収支計算書（Ｃ／Ｆ） 　１．財源変動の部 〔(1)＋(2)〕

一会計間における、行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。 (1)財源の使途

①純経常費用（純行政コスト） 純経常費用（純行政コスト）に支出した額

期首資金残高 ②固定資産形成 固定資産の形成のために支出した額

　１．経常的収支 〔②収入－①支出〕 ③その他 長期金融資産形成等のために支出した額

①経常的支出 人件費、補助金、社会保障関係費等の経常的な支出 (2)財源の調達

②経常的収入 町税、使用料、手数料等の経常的な収入 ①税収・社会保険料 町税、地方譲与税等の収入

　２．資本的収支 〔②収入－①支出〕 ②補助金等の移転収入 地方交付税、国・県支出金等の収入

①資本的支出 資産形成などの資本的な支出 ③その他 貸付金の償還収入等の収入

②資本的収入 資産売却などの資本的な収入 　２．資産形成充当財源変動の部 〔(1)＋(2)＋(3)〕

基礎的財政収支 【プライマリーバランス】 （経常的収支＋資本的収支） (1)固定資産の変動 資産取得や売却、減価償却等による増減額

　３．財務的収支 〔②収入－①支出〕 (2)長期金融資産の変動 基金積立、貸付金等の長期金融資産の増減額

①財務的支出 地方債の元金償還、利子支払等の財務的な支出 (3)評価・換算差額等の変動 資産の評価差額等による増減額

②財務的収入 地方債の借入等の財務的な収入 　３．その他の純資産変動の部

当期資金収支額 〔１＋２＋３〕 （基礎的財政収支＋財務的収支） 当期変動額合計 （財源変動＋資産形成充当財源変動＋その他純資産変動）

期末資金残高 （期首資金残高＋当期資金収支額） 当期末残高 （前期末残高＋当期変動額合計）

※表示単位未満四捨五入のため、積上げ額と合計額が一致しない場合があります。

（お詫び）資金収支計算書（C/F）の期首資金残高について、かい離がありましたので修正をしています。

平成2５年度　大治町財務書類4表（概要版）

（単位：百万円） （単位：百万円）

資産の部 負債の部 6,869

4,268 907 1,260

646 1,101

1,376

730 261 107

3,538 3,025

6,003

57,036 4,907 206

1,097 75

13,500 131

43,535 6,910

0 純資産の部 △6,663

54,393

61,303 61,303
総行政コスト 約22万円

町民１人あたりの行政コスト
人件費 約4万円

資　産

約198万円

負　債

約22万円

その他 約18万円

町民１人あたりの貸借対照表
純行政コスト 約22万円

純資産

約176万円

（単位：百万円）

51,053

△92

△7,063

（単位：百万円） △6,663

385 △103

719 △297

6,255 6,971

6,974 4,568

△221 2,199

425 204

204 △94

497 △187

△152 93

730 54,393

691 0

539 3,526

345 3,340


